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第１章 通 則 

第１節 通 則 
1－ 1－ 10 浄水場等への立入り  

請負者は、現に稼動している浄水場等（浄水場、取水場、場外ポンプ場及び場外

調整池）で工事に従事する場合、特に衛生面に注意し、次の事項を遵守しなければ

ならない。  

ただし、囲障等により浄水又は浄水処理過程に係る施設への立入り禁止措置を講

じた場合はこの限りでない。  

1 浄水場等の敷地内で工事を行う場合は、工事着手前に作業員名簿を監督員に提

出しなければならない。  

2 水道法第２１条第１項の規定に基づき、浄水場等（工業用水道専用は除く）の

工事に従事する作業員は、以下の場合において健康診断（検便）（以下、診断と

いう。）を行わなければならない。  

(1) 工事期間が１ヶ月以上にわたる場合  

工事期間が１ヶ月以上とは、最初に入場する日から起算して、土日祝日を

含めた 30日以上、従事する場合を指す。  

(2) 監督員の指示による場合  

3 工事期間が１ヶ月未満であっても、浄水場等の工事に着手する作業員が水を感

染媒体とする感染症の流行している地域から帰国した者である場合は、臨時の健

康診断の実施または１週間以上の体調観察において発熱・下痢等の発症がないこ

とを確認すること。  

4 診断における病原体検索は、赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌、腸管出血性

大腸菌 (O-157)の４項目とするが、前項 (2)により、監督員の指示でその他病原体

を検索する場合は、その指示に従わなければならない。  

5 診断の結果、病原体が検出されなければ、その結果の有効期間は１年間とし、

以降は残った工事の従事期間において、適時診断を実施しなければならない。  

第１章 通 則 

第１節 通 則 
1－ 1－ 10 浄水場等への立入り  

請負者は、現に稼動している浄水場等（浄水場、取水場、場外ポンプ場及び場外調

整池）で工事に従事する場合、特に衛生面に注意し、次の事項を遵守しなければなら

ない。  

ただし、囲障等により浄水又は浄水処理過程に係る施設への立入り禁止措置を講じ

た場合はこの限りでない。  

1 浄水場等の敷地内で工事を行う場合は、工事着手前に作業員名簿を監督員に提出

しなければならない。  

2 水道法第２１条第１項の規定に基づき、浄水場等（工業用水道専用は除く）の工

事に従事する作業員は、以下の場合において健康診断（検便）（以下、診断とい

う。）を行わなければならない。  

(1)工事期間が１ヶ月以上にわたる場合  

工事期間が１ヶ月以上とは、最初に入場する日から起算して、土日祝日を含

めた 30日以上、従事する場合を指す。  

(2)監督員の指示による場合  

臨時の診断を行う場合、検索する病原体を変更する場合など  

 

 

 

3 診断における病原体検索は、赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌、腸管出血性大

腸菌 (O-157)の４項目とするが、前項 (2)により、監督員の指示でその他病原体を検

索する場合は、その指示に従わなければならない。  

4 診断の結果、病原体が検出されなければ、その結果の有効期間は６ヶ月とし、以

降は残った工事の従事期間において、適時診断を実施しなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道法施行規則及び「水質

基準に関する省令の制定

及び水道法施行規則の一

部改正等並びに水道水質

管理における留意事項に

ついて」に合わせ改正 

 

 

 

 

 



新  旧  改訂内容  

また、診断の結果、病原体が検出された場合は、速やかに監督員に報告すると

ともに、監督員の指示に従わなければならない。  

6 診断結果の提出時期は、初回は工事着手前、以降は結果判明後速やかに監督員

へ提出するものとする。  

 

第７章 塗装工（塗替工） 

第１節 適 用 
7－ 3－ 2 塗装仕様  

表６－１ (b)  屋内鋼構造物  

劣

化

度 

素地 

調整 
工程 塗料種別 

使用量 

（g/㎡） 

標準膜厚

（μm） 

合計膜厚 

(μm) 
備考 

Ⅵ ２種 

下塗（第 1

層） 

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝ

ﾄ                      

(JIS K 5553 2 種） 

300 30 

205 

はけ

塗り

の使

用

量                                                                                                         

下塗（第 2

層） 

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 

（JIS K5551 C 種） 
200 60 

下塗(第 3 層） 
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料  

（JIS K5551 C 種） 
200 60 

中塗 
弱溶剤形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用

中塗      （JIS K5659） 
140 30 

上塗 

弱溶剤形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上

塗      （JIS K5659 3級以

上） 

120 25 

Ⅴ 

３種    

４種Ⅱ 

下塗（第 1

層） 

露出部 

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 

（JIS K5551 C 種） 
（200） （60） 

175 

Ⅳ 
下塗（第 2

層） 

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 

（JIS K5551 C 種） 
200 60 

Ⅲ 下塗(第 3 層） 
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 

（JIS K5551 C 種） 
200 60 

Ⅱ 

中塗 
弱溶剤形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用

中塗      （JIS K5659） 
140 30 

上塗 
弱溶剤形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上

塗   （JIS K5659 3級以上） 
120 25 

Ⅰ ４種Ⅰ 

下塗（第 1

層） 

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 

（JIS K5551 C 種） 
200 60 

115 

中塗 
弱溶剤形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用

中塗      （JIS K5659） 
140 30 

また、診断の結果、病原体が検出された場合は、速やかに監督員に報告するとと

もに、監督員の指示に従わなければならない。  

5 診断結果の提出時期は、初回は工事着手前、以降は結果判明後速やかに監督員へ

提出するものとする。  

 

第７章 塗装工（塗替工） 

第１節 適 用 
7－ 3－ 2 塗装仕様  

表６－１ (b)  屋内鋼構造物  

劣

化

度 

素地 

調整 
工程 塗料種別 

使用量 

（g/㎡） 

標準膜厚

（μm） 

合計膜厚 

(μm) 
備考 

Ⅵ ２種 

下塗（第 1 層） 

有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝ

ﾄ                      

(JIS K 5553 2 種） 

300 30 

205 

はけ

塗り

の使

用

量                                                                                                         

下塗（第 2 層） 
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 

（JIS K5551 C 種） 
200 60 

下塗(第 3 層） 
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料  

（JIS K5551 C 種） 
200 60 

中塗 
弱溶剤形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用

中塗      （JIS K5659） 
140 30 

上塗 

弱溶剤形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上

塗      （JIS K5659 3級以

上） 

120 25 

Ⅴ 

３種    

４種Ⅱ 

下塗（第 1 層） 

露出部 

弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 

（JIS K5551 C 種） 
（200） （60） 

175 

Ⅳ 下塗（第 2 層） 
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 

（JIS K5551 C 種） 
200 60 

Ⅲ 下塗(第 3 層） 
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 

（JIS K5551 C 種） 
200 60 

Ⅱ 

中塗 
弱溶剤形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用

中塗      （JIS K5659） 
140 30 

上塗 

弱溶剤形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上

塗   （JIS K5659 3級以

上） 

120 25 

Ⅰ ４種Ⅰ 

下塗（第 1 層） 
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 

（JIS K5551 C 種） 
200 60 

115 

中塗 
弱溶剤形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用

中塗      （JIS K5659） 
140 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新  旧  改訂内容  

上塗 

弱溶剤形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上

塗      （JIS K5659 3級以

上） 

120 25 

適用箇所（例）  

・薬品タンク、燃料タンクの外面  

・気体塩素に接触する減菌機室内、減菌ピット、浄水池等の鋼構造物  

・高湿部の配管、機械類  

・地中部及び地上の露出配管  

・直射日光の当らない水管橋外面  

＊次の現場状況においては、無溶剤形エポキシ樹脂塗料（ JWWA K 157）を用いて

も差し支えない。  

・十分に自然乾燥・加温養生期間を確保できない  

・通水後の水質・臭気へ影響が懸念される場合  

 

表６－１ (d) 水中部（場内）  

劣

化

度 

素地 

調整 
工程 塗料種別 

使用量 

（g/

㎡） 

標準膜

厚（μ

m） 

合計膜

厚 

(μm) 

備考 

Ⅵ 

１種 

下塗（第 1

層） 

水道用エポキシ樹脂系プ

ライマー*1 
240 50 

350 

1 種はブラス

ト養生が必要

なことからス

プレー塗装の

塗料使用量 

上塗（第 2

層） 

水道用液状エポキシ樹脂

塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 

1140 300 

２種 

下塗（第 1

層） 

露出部 

水道用エポキシ樹脂系プ

ライマー*1 
210 50 

290 
はけ塗りの使

用量 

上塗（第 2

層） 

水道用液状エポキシ樹脂

塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 

175 60 

上塗（第 3

層） 

水道用液状エポキシ樹脂

塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 

175 60 

上塗（第 4

層） 

水道用液状エポキシ樹脂

塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 

175 60 

上塗（第 5

層） 

水道用液状エポキシ樹脂

塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 

175 60 

Ⅴ 

３種      

４種

Ⅱ 

下塗（第 1

層） 

露出部 

水道用エポキシ樹脂系プ

ライマー*1 

（210

） 
（50） 240 

はけ塗りの使

用量 

上塗 

弱溶剤形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料上

塗      （JIS K5659 3級以

上） 

120 25 

適用箇所（例）  

・薬品タンク、燃料タンクの外面  

・気体塩素に接触する減菌機室内、減菌ピット、浄水池等の鋼構造物  

・高湿部の配管、機械類  

・地中部及び地上の露出配管  

・直射日光の当らない水管橋外面  

 

 

 

 

 

表６－１ (d) 水中部（場内）  

劣

化

度 

素地 

調整 
工程 塗料種別 

使用量 

（g/

㎡） 

標準膜厚

（μm） 

合計膜厚 

(μm) 
備考 

Ⅵ 

１種 

下塗（第 1

層） 

水道用エポキシ樹脂系プ

ライマー*1 
240 50 

350 

1 種はブラス

ト養生が必要

なことからス

プレー塗装の

塗料使用量 

上塗（第 2

層） 

水道用液状エポキシ樹脂

塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 

1140 300 

２種 

下塗（第 1

層） 

露出部 

水道用エポキシ樹脂系プ

ライマー*1 
210 50 

290 
はけ塗りの使

用量 

上塗（第 2

層） 

水道用液状エポキシ樹脂

塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 

175 60 

上塗（第 3

層） 

水道用液状エポキシ樹脂

塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 

175 60 

上塗（第 4

層） 

水道用液状エポキシ樹脂

塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 

175 60 

上塗（第 5

層） 

水道用液状エポキシ樹脂

塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 

175 60 

Ⅴ 

３種      

４種

Ⅱ 

下塗（第 1

層） 

露出部 

水道用エポキシ樹脂系プ

ライマー*1 

（210

） 
（50） 240 

はけ塗りの使

用量 
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新  旧  改訂内容  

Ⅳ 
上塗（第 2

層） 

水道用液状エポキシ樹脂

塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 

175 60 

Ⅲ 
上塗（第 3

層） 

水道用液状エポキシ樹脂

塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 

175 60 

Ⅱ 

上塗（第 4

層） 

水道用液状エポキシ樹脂

塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 

175 60 

上塗（第 5

層） 

水道用液状エポキシ樹脂

塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 

175 60 

Ⅰ 
４種

Ⅰ 
（水中部で４種ｹﾚﾝ塗替ｹｰｽはなし）  

※注１） JWWA K135-2007付属書 Aの品質項目（浸出性含む）に合格品  

適用箇所（例）  

・フラッシュミキサ、フロキュレータ、攪拌用ポンプ吐出管、吸込管の水没部、

クラリファイヤー等  

・水中部の配管等  

・ろ過池表洗管等  

・浄水池、調整池内配管等  

＊次の現場状況においては、無溶剤形エポキシ樹脂塗料（ JWWA K 157）を用いて

も差し支えない。  

・十分に自然乾燥・加温養生期間を確保できない  

・通水後の水質・臭気へ影響が懸念される場合  

 

第１１章 事業損失防止調査 

第２節 一般事項 
11－ 2－ 2 身分証明書  

請負者は、発注者から調査に従事するものの身分証明書（様式第５）の交付を受

け、調査に従事する者に常に携帯させるものとし、所有者等から請求があったとき

は、提示しなければならない。  

また、請負者は調査が完了したときは、速やかに、身分証明書を発注者に返納しな

ければならない。  

 

 

Ⅳ 
上塗（第 2

層） 

水道用液状エポキシ樹脂

塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 

175 60 

Ⅲ 
上塗（第 3

層） 

水道用液状エポキシ樹脂

塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 

175 60 

Ⅱ 

上塗（第 4

層） 

水道用液状エポキシ樹脂

塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 

175 60 

上塗（第 5

層） 

水道用液状エポキシ樹脂

塗料 

(JWWA K135 認証登録品) 

175 60 

Ⅰ 
４種

Ⅰ 
（水中部で４種ｹﾚﾝ塗替ｹｰｽはなし）  

※注１） JWWA K135-2007付属書 Aの品質項目（浸出性含む）に合格品  

適用箇所（例）  

・フラッシュミキサ、フロキュレータ、攪拌用ポンプ吐出管、吸込管の水没部、ク

ラリファイヤー等  

・水中部の配管等  

・ろ過池表洗管等  

・浄水池、調整池内配管等  

 

 

 

 

 

第１１章 事業損失防止調査 

第２節 一般事項 
11－ 2－ 2 身分証明書  

請負者は、発注者から調査に従事するものの身分証明書（様式第５）の交付を受

け、調査に従事する者に常に携帯させるものとし、所有者等から請求があったとき

は、提示しなければならない。  

また、請負者は調査が完了したときは、速やかに、身分証明書を発注者に返納しなけ

ればならない。  
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新  旧  改訂内容  

  
 

 

 

 

 

押印廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式 ５   
          第         号   

  
  

身 
   分 

   証 
   明 

   書 
  

  
  

住所                       
  

名称                       
  

氏名                       
  
  

上記の者は、愛知県が委託した 下記工事（ 業務 ） の 事業損失防止調査 等 のた 

め、建物等の調査 を行う者であることを証明する。   
記   

１   工事（ 委託業務 ） 名   
  
２   工事 場所（ 委託（納品）場所 ）   
  
３   履行期間   

着手       年       月       日   
完了       年       月       日   

  
  
  

令和    年    月    日   
  

事業施行者              
愛知県 公営企業管理者        
企業庁長   ○○   ○○        
（愛知県     所長）        

  

写   
  
  
真   



新  旧  改訂内容  

 

 

 

管扁平の規格値を±5%に

訂正 

 

様式１

整理番号

工　事　名 監　督　員

請　負　者 主任技術者

開先形状

規格値 12H

3H

6H

9H

規格値 12H

3H

6H

9H

規格値 12H 内面・外面

3H 内面・外面

6H 内面・外面

9H 内面・外面

非破壊検査

外面塗覆装

規格値 12H

3H

6H

9H

規格値 円周

50mm以上 管軸 始点・終点

ピンホール検査

外観検査

内面塗装

規格値 12H

3H

6H

9H

ピンホール検査

外観検査

規格値 垂直

±0.3% 水平

※　外面塗装厚は、タールエポキシ塗装の場合記入する。

目違い
(mm)

外面塗覆装 作業日

内面塗装 作業日

接合 No.

管　種

管 Ｎｏ．

管　厚

      t≦ 6: 1.5㎜
 6＜t≦20: t×25％
20＜t≦38: 5.0㎜

 12.7 ≧ t
 　：3.2mm以下
 12.7 ＜ t
 　：4.8mm以下

1.6mm
　+規定せず
　-0.1mm

0.3mm以上

良・否良・否 良・否 良・否

良・否

余盛り(mm)

膜厚検査
(mm)

ルートギャップ
(mm)

鋼管現場施工（溶接・塗覆装）チェックシート

形状(V,X,裏当)・良否

（両面）V・X開先
   0 ～ 3 mm
(片面)1 ～ 4 mm
裏当て 4mm以上

良・否

ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄﾗｯﾌﾟ
(mm)

良・否 良・否良・否 良・否

良・否 良・否 良・否 良・否

焼損、めくれ、ふくれ

下地処理

溶接作業日

良・否

溶　接　士

日付・検査(X線・超音波)

良・否 良・否 良・否 良・否 良・否

良・否 良・否 良・否

8,000V～10,000V

開先清掃

判　定

備考

異物混入、塗りむら等 良・否

下地処理

良・否

内面塗装厚
(mm)

1,200V～1,500V

管扁平
(mm)

6H

3H9H

12H

工事始点→終点

ルートギャップ Ｃ

内 面

目違い

θ

内 面 余盛り

余盛り外 面

45

溶接部 工場塗覆装

ﾗｯﾌﾟ(重ね代)
50mm以上

ジョイントコート

ﾗｯﾌﾟ(重ね代)
50mm以上
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